
令和５年度
博物館登録制度説明会
令和５年５月２３日（火）午後３時〜午後４時１０分
埼玉県教育局市町村支援部文化資源課文化財活用・博物館担当

＜対象＞埼玉県内所在施設の博物館登録及び博物館相当施設の指定関係事務担当者

※県立施設以外のさいたま市内所在施設を除く。
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＜本日の予定＞

１ 博物館法改正の概要
⑴ 博物館法改正の趣旨
⑵ 主な改正点
⑶ 博物館登録と博物館相当施設の指定の違い

２ 新しい博物館登録制度と関係手続き
⑴ 申請から登録までの流れ
⑵ 提出書類
⑶ その他の手続き
⑷ 今後のスケジュール
⑸ 申請先・問い合わせ先

３ 質疑応答
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１ 博物館法改正の概要

⑴ 博物館法改正の趣旨
博物館に求められる役割が多様化・高度化していることを踏まえ、博物館

の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、法律の目的
や博物館の事業、博物館の登録の要件等を見直すなど、これからの博物館が、
求められる役割を果たしていくための規定を整備

⑵ 主な改正点
ア 法律の目的及び登録された博物館の事業の見直し
・博物館法の目的に、社会教育法に加えて文化芸術基本法の精神に基づく
ことを定める。
・登録博物館の事業例として、博物館資料のデジタル・アーカイブ化等を
加える。 など
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１ 博物館法改正の概要

イ 博物館登録制度の見直し

・法人類型に関わらず登録できる。
・博物館の登録に当たっては、学識経験を有する者の意見を聴く。
・登録博物館の登録事項を変更するときは、あらかじめ届け出る。
・登録博物館の設置者は、都道府県教育委員会に対してその運営状況につい
て定期的に報告する。 など

■新たな博物館登録制度の理念と目的
【底上げ】 ︓

【盛り立て】︓

規模の大小に関わらず、要件を満たす各地域の博物館を広
く振興し、その活動と経営を改善・向上
予算措置を含む総合的な施策の推進により、創意工夫や新
たなチャレンジを支援

■具体的な内容
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１ 博物館法改正の概要

⑶ 博物館登録と博物館相当施設の指定の違い
博物館登録 博物館相当施設の指定

設置主体

・法人であること
・民間法人は経済的基礎・社会的信望
を有すること
・登録の取消しの日から２年以上経過
していること

・設置主体の制限なし

・登録、指定の取消しの日から２年以
上経過していること

博物館の
体制等

・博物館の体制、職員、施設・設備に
関する基準に適合すること
【例】館長及び学芸員必置

・施設の体制、職員、施設・設備に関
する基準に適合すること
【例】館長及び学芸員に相当する職員必置

開館日数 １年を通じて１５０日以上開館 １年を通じて１００日以上開館
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１ 博物館法改正の概要

⑶ 博物館登録と博物館相当施設の指定の違い
博物館登録 博物館相当施設の指定

メリット

■税制上の優遇
・事業所税の非課税措置（私立のみ）

・特別交付税の申請が可能（市町村立のみ）

■その他各種制度上の優遇
・登録美術品制度に基づく美術品の公開
・美術品補償制度の利用

・希少野生動物種の個体の譲渡し 等

■国庫補助金の利用

■その他各種制度上の優遇
・登録美術品制度に基づく美術品の公開
・美術品補償制度の活用

・希少野生動物種の個体の譲渡し 等

■国庫補助金の利用

経過措置

等

既に登録されている博物館は、施行から５年間
は登録博物館とみなす。
→上記期間後も登録博物館でいるためには、新
しい制度での再審査・登録を受ける。

既に指定されている施設は、施行から５年
以内に新しい登録制度での要件を備えてい
る旨確認を受けるよう努める。
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令和5年2月13日
文化審議会第4期
博物館部会（第4回）資料より
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令和5年2月13日
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博物館部会（第4回）資料より
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令和5年2月13日
文化審議会第4期
博物館部会（第4回）資料より
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２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

⑴ 申請から登録（・指定）までの流れ

申請
• 博物館の設置者が、申請書及び添付書類を県教育委員会に提出

• さいたま市内の施設（県立施設を除く。）は、さいたま市教育委員会に提出

審査
• 提出書類等により審査を実施

• ■書類による審査 ■学識経験者からの意見聴取 ■実地調査

登録
• 博物館法第１３条第１項各号のいずれにも該当すると認めるときに、登録

• ■博物館登録原簿に記載 ■申請者への通知 ■公表

※お願い※
登録（・指定）を希望する施設は、申請書等の提出の前に、埼玉県文化資源課に御相談ください。
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２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

⑵ 提出書類 ※博物館登録の場合

ア 博物館登録申請書
県ホームページからダウンロード

イ 館則の写し
博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他博物館の運営上必

要な事項を定めたもの

ウ 博物館法第１３条第１項各号に該当していることを証する書類
（ア）設置者の適格性に関する書類
（イ）博物館の体制に関する書類
（ウ）博物館の職員に関する書類
（エ）博物館の施設及び設備に関する書類
（オ）開館日数に関する書類
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２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

（ア） 設置者の適格性に関する書類
【関係規程】博物館法（抜粋）
第十三条 都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれにも該当すると認
めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。
一 当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。
イ 地方公共団体又は地方独立行政法人
ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人（イに掲げる法人並びに国及び独立行政法人（独
立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。
第三十一条第一項及び第六項において同じ。）を除く。）
（１） 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
（２） 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又

は経験を有すること。
（３） 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。

二 当該申請に係る博物館の設置者が、第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その取
消しの日から二年を経過しない者でないこと。
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２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

（ア） 設置者の適格性に関する書類

■公立館（地方公共団体又は地方独立行政法人）の場合
・博物館の設置条例
・法人の登記事項証明書又はその写し ※発行から概ね6か月以内のもの

■私立館（上記以外の法人）の場合
・法人の登記事項証明書又はその写し ※発行から概ね6か月以内のもの

・博物館の運営を安定的かつ継続的に実施するための経済的基礎を有することを証明する
収支計画書等 ※実績がある場合は、実績が確認できる収支報告書等を含む。

・登録を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者でないことを宣誓する書類
・民事再生手続又は会社更生手続の開始の申立てがなされていないことを宣誓する書類
・反社会的勢力に該当せず、及び反社会的勢力との関係がないこと等を宣誓する書類
・博物館の運営を担当する役員の経歴を示す書類

※宣誓書及び経歴書の参考様式は、県ホームページからダウンロード可能。
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２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

（イ） 博物館の体制に関する書類

【関係規程】審査基準（許認可等の内容 博物館の登録）（抜粋）

（１）博物館の体制に関する基準
ア 博物館資料の収集、保管及び展示（インターネットの利用その他の方法により博物館資料
に係る電磁的記録を公開することを含む。以下同じ。）並びに博物館資料に関する調査研究の
実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相
当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。

【関係規程】博物館法（抜粋）
第十三条
三 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、第三条第
一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合
するものであること。
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イ アの基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、
博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。

ウ イに規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作
成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。

エ 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵す
る博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。

オ 単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第１２号に掲げる学術若しくは文化に関す
る諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備し
ていること。

カ 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動
を行う体制を整備していること。

キ 法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

（イ） 博物館の体制に関する書類
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２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

（イ） 博物館の体制に関する書類

■公立館・私立館共通
・博物館運営の基本的な方針を示した書類（【例】定款・設置条例・口述記録等）及び
当該方針の公表方法を示した書類

・博物館資料の収集及び管理の方針を示した書類
【例】関係諸規程、資料収集方針、資料の点検計画又は実績等

・博物館資料目録
※当該博物館が保有している資料を示す書類であれば足り、必ずしも詳細な情報や画像等を付すことを求めるものではない。

・展示、学習機会の提供、調査研究等の事業の計画又は実績を示す書類
【例】事業計画、事業報告、研究紀要等

・博物館の事業に関する収支計画を示す書類
※p13で提出された収支計画書等によって必要なことが確認できる場合は、追加提出不要

・職員への研修の実施計画又は実績 ※国や県等が実施する研修に職員を参加させる計画又は実績を含む。

※審査基準のうち「…相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。」の審査に当たっては、p13の宣誓書も参照
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【関係規程】審査基準（許認可等の内容 博物館の登録）（抜粋）

（２） 博物館の職員に関する基準
ア （１）アの基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれ
ていること。

イ 学芸員が置かれていること。
ウ （１）アの基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

【関係規程】博物館法（抜粋）
第十三条
四 学芸員その他の職員の配置が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして
都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。

２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

（ウ） 博物館の職員に関する書類
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２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

（ウ） 博物館の職員に関する書類
■私立館の場合
・所属する学芸員が、学芸員資格を有することを証する書類又はその写し ※１名分以上

■公立館・私立館共通
・館長及び学芸員の氏名、職務内容及び経歴を示す書類 【例】職務経歴書、職員名簿、事務分掌表等

・その他の職員の名簿及び職務分担を示す書類 【例】職員名簿、事務分掌表等
・組織図等の博物館運営を行う組織の態様を示す書類

※経歴書の参考様式は、県ホームページからダウンロード可能
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【関係規程】審査基準（許認可等の内容 博物館の登録）（抜粋）

（３）博物館の施設及び設備に関する基準
ア 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に
行うことができる施設及び設備が整備されていること。

イ 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
ウ 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がな
されていること。

エ 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する
者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

【関係規程】博物館法（抜粋）
第十三条
五 施設及び設備が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教
育委員会の定める基準に適合するものであること。

２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

（エ） 博物館の施設及び設備に関する書類
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２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

（エ） 博物館の施設及び設備に関する書類
■公立館・私立館共通
・博物館の事業に用いる建物及び土地の図面
・博物館の事業に用いる建物及び土地の保有形態（所有・借用の状況）を示す書類
また、当該土地及び建物を借用している場合は、契約書等の当該借用の条件等を証明する書類
【例】不動産の登記事項証明書、賃貸借契約書等

・防災及び防犯の観点から対応している事項を示す書類
【例】関係諸規程・消防計画・危機管理マニュアル・消防設備等点検結果報告・関係業務の契約書・関係設備配置図面等

・多様な利用者に対する配慮の観点から対応している事項を示す書類
【例】利用案内、当該箇所の写真等

（オ） 開館日数に関する書類
■公立館・私立館共通
・1年を通じて150日以上開館することがわかる書類 【例】館則、事業報告、事業計画等
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２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

博物館登録 博物館相当施設の指定
定期
報告

博物館の運営状況について、毎年５月末日まで
に県教育委員会に報告が必要。
様式は、令和５年度中に県ホームページで公
表予定。

変更の
届出

以下の事項を変更する場合、あらかじめ県教
育委員会に届出が必要。
■博物館の設置者の名称又は住所
■博物館の名称又は所在地

※県ホームページで公表している情報（施設
の名称・ 所在地等）に変更がある場合は、情
報提供に御協力ください。

廃止の
届出

博物館を廃止した日から２０日以内に県教育
委員会に届出が必要。

要件を
備えなく
なったこ
との報告

博物館法施行規則第２４条第１項に規定す
る要件を備えなくなったときは、直ちにその
旨を県教育委員会に報告が必要。

⑶ その他の手続き
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博物館登録 博物館相当施設の指定
その他
※実施主体は
県教育委員会

■報告又は資料の提出を求める
■勧告及び命令
■登録の取消し

■（要件に関し必要な）報告を求める

■指定の取消し

２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

⑶ その他の手続き

⑷ 今後のスケジュール
ア 博物館登録等に関する意向調査回答締切

令和５年５月３１日（水）
イ 審査日程の調整・御連絡

令和５年６月中を目途に令和５年度審査予定施設を確定予定
ウ 定期報告様式の公開

令和５年度中に公開予定
エ 今年度審査予定施設の書類提出開始

令和５年８月〜９月頃を予定
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２ 新しい博物館登録制度と関係手続き

⑸ 申請先・問い合わせ先
■さいたま市以外の県内に所在する施設及び県立施設
埼玉県教育局 市町村支援部文化資源課文化財活用・博物館担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
電話 048-830-6986
E-mail a6910-16@pref.saitama.lg.jp
HP https://www.pref.saitama.lg.jp/f2216/hakubutukantouroku/20230401.html

■さいたま市内に所在する施設（県立施設を除く。）
さいたま市教育委員会生涯学習部文化財保護課
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号さいたま市役所第2別館2階
電話 048-829-1723

※留意事項※
申請は、原則として電子データの提出によることを想定しています。
電子データでの提出が困難な場合は、御相談ください。
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＜関連法令等＞

■博物館法（昭和26年法律第285号）
■博物館法施行令（昭和27年政令第47号）
■博物館法施行規則（昭和30年文部省令第24号）
■博物館の登録に関する規則（昭和45年埼玉県教育委員会規則第11号）

御清聴ありがとうございました。
埼玉県のマスコット
コバトン さいたまっち
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